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北大生・ 宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会
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顕彰 秘密保全法を考える集い」参加者に贈つてく

れたチョコレー トを、学長に渡すよう要請 した。

訪問後、NHK、 北海道新聞、毎日新聞の取材を受

けた。朝 日新間は山野井代表に電話取材 し、NHK
は同日夜、 3新間は翌日朝刊で報道 した。「申入書」

全文は 2,3面に掲載。

その後、3人は北大構内の書店にパンフの販売を

お願いし、さらに北大教職員組合の神沼公二郎委員

長に会い、運動への協力を要請した。

(根岸正和 。事務局次長)

真相広めるパンフ完成

北海道大学へ「申入書」手渡す
「名誉回復と謝罪を」、4月 中旬までに回答を要求

2月 26日 午後、山野井孝有、山本玉樹・代表と根

岸正和事務局次長は北海道大学を訪問し、大田裕美

総務課長補佐に、「北大生。宮澤弘幸『スパイ冤罪事

件』にかかる北海道大学への申入書」を手渡し、4

月中旬まで回答するよう申し入れた。

北大に申入書を手渡した左から山本玉樹、

山野井孝有両代表と根岸正和事務局次長

北海道大学は当初、三上隆・理事副学長が 2月 26

日午後 1時に応対すると回答 してきたが、直前にな

つて「都合が悪くなった。申入書は郵送を」と電話。

「真相を広める会」代表・幹事で検討した結果、こ

の不誠実な態度に抗議 した上で、直接手渡 し、回答

期日を指定する必要があると判断 してこの日の訪問

となつた。

応対した太田総務課長補佐は、約 40分間の抗議

と申入れに対 して、終始無言。両代表は、①申入書

への回答は 4月 中旬までに。②回答は学長が行 うこ

と。その際はマスコミの同席取材を受け入れること。

③ 「真相を広める会」役員の同席を認めること一一

の 3点を要請 した。

さらに根岸次長は完成したばかりのパンフ「スパ

イ冤罪 宮澤 。レーン事件 真相を知つてほしい」を

手渡し、北大関係者はぜひ読んで欲 しいと要請した。

山野井代表はコロラ ドの秋間美江子さんから届いた

手紙のコピーと、2月 23日 の「宮澤弘幸さん追悼・
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2013年 2月 22日

北海道大学

総長 佐伯  浩 様

アメリカ合衆国コロラ ド州ボルダー市在住

秋間美江子   (印 )

北大生 。宮澤弘幸『スパイ冤罪事件』の真相を広める会

代表・山野井孝有 (印 )

同 ・山本 玉樹 (印 )

北大生・宮澤弘幸『スパイ冤罪事件』にかかる北海道大学への申入書

先般来、貴大学 1937年 4月 1日 予科入学の官澤弘幸らにかかる冤罪事件で周辺お騒がせ致しおります宮

澤弘幸の妹 。秋間美江子と「北大生 。宮澤弘幸『スパイ冤罪事件』の真相を広める会」と申します。今般、

この件にかかる貴大学に処置願いたき儀あり、以下に申し入れますので、お取 りはかり頂きたくお願い申

し上げます。

記

1、 宮澤弘幸が 1937年 4月 1日 に予科入学して以来 1947年 2月 22日 に死亡するまで北海道大学 (1日 北海

道帝國大學)の学生であったことを確認する。

2、 よつて、この間、これと矛盾する学内学籍簿等の記載をすべて撤回する。

具体的には

(イ )宮澤弘幸の學籍簿 「退學」欄の 「昭和 17年 4月 1日 」の記述

(口 )同 (理 由)欄の 「家事上ノ都合」の記述

(ハ)同 「備考」欄の 「昭和十六年十二月八日国家総動員法二依ル諜報問題ニテ勾引セラレ後起訴セ

ラル」の記述

(二 )Jヒ海道帝國大學工學部教授会の議事録 (昭和十七年五月七日)の うち、「前回以后処理事項報告」

の第一 「電気工學科三年目學生宮澤弘幸二対シ四月一日附ヲ以テ退學ヲ許可セリ」の記述

(ホ )宮澤弘幸の学籍簿中、青インクによる「昭和 20年 12月 21日 復學許可ス」の書き込み

3、 前項 (イ )～ (ホ )の記述は結果として事実と相違する記述であるので、これによつて宮澤弘幸の身

分と名誉を損なったことに対 し謝罪する。

4、 以上の 1～ 3項の処置を踏まえ、本件一連の事実について、北海道大学として適正に位置付け、関係

資料を整理保存公開の仕組みを一層明快にし、以て宮澤弘幸ら冤罪に屈 しなかった関係者一同を顕彰

する。

5、 以上申し入れにつき、北海道大学として受け入れたことを、北海道大学の名において告示、あるいは

声明を以て公表する。

【理由】                      『軍機保護法違反』というのである。根室飛行

1、 官澤弘幸とレーン夫妻らにかかる一連の嫌疑    場の存在はリン ドバーグ機飛来報道等で公知の

が冤罪であつたことは、既に社会的歴史的に明ら    事実であつた。 しかし翌年、宮沢とハロル ド・

かであり、貴大学総合博物館展示においても      レーン (夫)は懲役 15年、ポーリン・レーン (妻 )

「国内では特高警察が『戦時特別措置』による    は懲役 12年 とい う実刑判決を受けた。大審院に

外謀容疑で、多くの罪のない人々を逮捕 した。    上告 したが、棄却された。宮沢は戦後釈放され

北大工学部電気工学科学生宮沢弘幸とアメリカ    るが、服役中にかかつた結核のため、1947年死

人英語教師レーン夫妻も『スパイ容疑』で逮捕    亡した。 1審の判決文を改めてみてみると、軍

された。逮捕理由は宮沢が旅行中に伝問した根    事機密らしい体裁を整えようとはしているが、

室飛行場のことを、レーン夫妻に話 したことが   機密といえる内容ではない。宮沢は全くの冤罪
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であり、ソ連やアメリカを意識 したスケープゴ

ー トとされたのである」

と公開されている。

2、 また貴大学に於いても当時、この件を理由と

した学内連動処分はしておらず、その見識をいた

く承知致しおります。

しかるに、この見識とは裏腹に、北海道大学学

生たる宮澤弘幸の学籍簿上における記載の中には

合理的説明のつかない部分があり、結果として官

澤弘幸の身分と名誉を損なうものとなつておりま

す。仮に退学の理由が 「家事上の都合」であるな

ら、当然、宮澤弘幸自身による退学届があつての

こととなりますが、肝心な退学届は存在せず、北

海道大学大学文書館長逸見勝亮氏の調査に基づく

北海道大学大学文書館年報第 5号においても不存

在が確認されてお ります。

3、 一方、宮澤弘幸当人は、戦後釈放後、北海道

大学から「復学の意思確認」が届いた折に、退学

届を出した事実のないことを、母親とくら家族に

伝えております。

これは戦後発見された昭和 17年 12月 16日 付札

幌地裁判決文、および最高裁判所に保管されてい

る昭和 18年 5月 27日 付大審院判決書によつても

立証されます。つまり学籍簿上において退学が許

可された昭和 17年 4月 1日 の時点を超えて、なお

北海道帝國大學學生であったことが判決文によっ

て証明されているからです。

両判決文とも被告人欄に 「北海道帝國大學工學

部學生」とあり、同地裁判決には「現在同大學工

學部電気工學科に在學中の者」とも明記されてお

ります。

さらに、相被告人であるレーン夫妻については
「元北大豫科英語教師」 (地裁)「元北海道帝國大

學豫科英語教師」(大審院)と あり、これは北海道

帝國大學によって昭和 17年 3月 31日 付で雇用契

約が一方的に解約され、拘置中のレーン夫妻に通

知された事実に伴 う身分表示です。

同様、北大生だった黒岩喜久雄被告については、
「無職」と表記されていますが、大學の戦時特例

によつて卒業が繰 り上げられて昭和 16年 12月 27

日の逮捕時点で既に卒業生となっていたことに伴

うものです。

これらによつても、宮澤弘幸の判決文における

身分表示が事実を表示 していること明らかであり、

北海道帝國大學學生として裁判を受け不当判決に

服させられたこと疑 う余地ありません。

4、 よつて、学籍簿上の当該記載、教授会議事録

の当該記載は何らかの学内事情、あるいは錯誤、

作為によつてなされたと見るのが合理的理解であ

り、大学当局として、この非を認めると同時に、

この間の真相を究め、公表する責務があると思料

致します。

しかしながら、この部分の解明につきましては、

今回申し入れの前提とは致しません。それは既に

宮澤弘幸の遺族が高齢であり、何よりも早急に名

誉回復と謝罪がなされるべきと願 うからです。ま

たそのための合理的な説明、結果証明は十分に可

能と認識 しています。

5、 さらに、これら一連の事実と流れからみて、

これら過誤の撤回、名誉回復、謝罪と同時に、冤

罪に属しなかつた宮澤弘幸とレーン夫妻ら関係者

の顕彰もまた北海道大学としての社会的歴史的責

務 と考えます。

貴大学生 。宮澤弘幸は時代の子として、当時の

人紘一宇に象徴される国家のありように強く共鳴

しつつも、一方で学問の府にあってゆるぎなき師

弟関係を貫き、決然、身を以て北大が誇る自由と

真理を追求し進取の気風を顕かとした生涯を具現

しております。

これは学問の府、教育の殿堂、そして何より北

大建学の誇 りに照らして宮澤弘幸らの名誉回復を

なし、その生涯を顕彰することは、百年の計にか

なう大事と思料致します。

【回答の時期等】

回答の時期につきましては、一刻も早くとのみ

申し、貴大学としての事情等もあると思料致し細

かには申しませんが、命 日の2月 22日 が過ぎた現

在、予科入学 日の 4月 1日 、あるいは父親の命 日

である4月 14日 など強く意識致しおります。よつ

て先々、生誕の 8月 8日 および不名誉な 12月 8

日には一転して共に盛大なる顕彰の日となしたく

思いおります。

既に貴大学におかれては、一連の関係資料を整

理保存公開に努められおることいたく承知致し、

また昨年 10月 には秋間美江子よりのアルバム贈

呈を快く受け止められ、活用を工夫願っているこ

とも多としております。

もとより貴大学当局にあつて一連のご見解おあ

りであろうことは存念のうちでございます。この

際、これらも明らかにしていただき、真意打ち合

わせて詰めることできれば、必ず道みえてくるも

のと思いおります。少なくも戦時苦境にはまつた

北大の学生 。教官の苦難を思いやる心では一致で

きるいま、今回一段と踏み込まれ、申し入れに応

えて頂くこと、貴大学の弥栄映にと信 じおります。

以上、改めて申し入れ致します。

以上
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蒻爵

「北大生 。宮澤弘幸『スパイ冤罪事件』の真相を

求める会」は、2月 23日 午後、新宿・常園寺で表記

の集いを開催した。当初、宮澤弘幸さん命 日の 2月

22日 開催を予定したが、会場の都合で 1日 遅れの開

催 となった。北海道大学 OBは じめ 66人が参加 し

た。「週刊金曜日」「十勝毎日新聞」「しんぶん赤旗」

の各記者が取材 した。

冒頭、宮澤弘幸さんを追悼 して黙祷。続いて山本、

山野井両代表がスパイ冤罪事件の真相と家族の苦し

みを訴え、大住広人幹事が北大に対する申入書の意

義 ,目 的を解説 した。また泉澤章・弁護士 (自 由法

曹団事務局長)が、再びこうした事件を引き起こす

危険性がある「秘密保全法」が画策されている情勢

とその内容について講演した。山野井孝有代表は、

今後の運動展開に当たっての基本的な立場を以下の

ようにく問題提起 >の一つとして報告 した。

質疑討論では、北大出身の濱 口武人・弁護士はじ

め、レーン先生から教えを受けたという OB、 レー

ン先生の双子の娘と一緒に学んだというOBが当時

の模様等を報告 した。

最後に、北海道大学に対する「申入書」を全員一

致で確認・採択 した。

聞した根室飛行場のことを、レーン夫妻に話

したことが 「軍機保護法違反」というのであ

る。根室飛行場の存在はリン ドバーグ機飛来

報道等で公知の事実であった。 しかし翌年、

宮沢とハロル ド・ レーン (夫)は懲役 15年、

ポーリン・レーン (妻)は懲役 12年 という実

刑判決を受けた。大審院に上告したが、棄却

された。宮沢は戦後釈放されるが、服役中に

かかつた結核のため、1947年死亡した。 1審

の判決文を改めてみてみると、軍事機密 らし

い体裁を整えようとはしているが、機密とい

える内容ではない。宮沢は全くの冤罪であり、

<問題提起> 富澤弘幸さんの名誉回復と秘密保全法阻止のために

宮澤弘幸とレーン夫妻 らにかかる一連の嫌疑が

冤罪であつたことは、『国家秘密法の爪痕 ある

北大生の受難』を公刊 した上田誠吉弁護士らの

解明によつて既に社会的歴史的に明らかであり、

公的な公開文書としては北海道大学総合博物館

の展示が簡明にして的確に伝えている。

<以下抜粋 >
国内では特高警察が 「戦時特別措置」によ

る外謀容疑で、多くの罪のない人々を逮捕 し

た。北大工学部電気工学科学生宮沢弘幸とア

メリカ人英語教師レーン夫妻も「スパイ容疑」

で逮捕された。逮捕理由は宮沢が旅行中に伝
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ソ連やアメリカを意識 したスケープゴー トと

されたのである。

2、 この解明によつてもなお、未解明が残つている。

それは

(イ )冤罪に嵌められたのが、なぜ宮澤弘幸と

レーン夫妻だつたのか

(口 )当該罰条に照らしても重刑に過ぎる、な

ぜ懲役 15年だつたのか

(ハ)冤罪を仕組んだのは、いったい誰だつた

のか

―――である。

これは、本冤罪事件の核心そのものでもある。

これには本会刊行のパンフレット『スパイ冤罪

宮澤・レーン事件 真相を知つてほしい』の「お

わりに一問題提起―」で推論を試みているが、

さらなる追究が待たれる。

3、 未解明の解明には、やはり司法領域での究明を

なおざりにはできない。捜査記録をはじめ冤罪

を証拠立てる一切が隠滅 されている中で、従来

司法の常識からは再審請求不可能を認めざるを

得ないにしても、これによつて引き起こされた

被害の残虐残酷、社会損失の重大さを思 うとき

手をこまねくことは許されず、たとえば良心の

模擬法廷を開くことによつて大審院 (司法)を

弾劾 し国家賠償を視野に入れることは可能であ

り、行 うべきと考える。

これが、宮澤弘幸が 非道の死に際して 「必

ず回復 して、北海道で何があつたのかをあらい

ざらい書いて、出版する」と声振 り絞った無念

に応えることでもある。

4、 未解明の解明と共に、もう一つ大事なのは三度

と冤罪を起させない道を強固にすることだ。い

かなる形であれ 「軍機保護法」の復活を阻止す

ることであり、当面する「秘密保全法」策動の

阻上である。

もともとスパイ法は、法になじまないという

か、法に反する法といえる。近代法における法

は、立法、執行、判定を通して、合理性、客観

性、公開性が担保されなければならないにかか

わらず、スパイ法にはこのどれもがなく、王が

決め王が行い王が裁く前近代性そのものの法に

ならざるをえないからだ。言い換えればスパイ

法そのものが冤罪法となる構造をもつているの

であり、悲痛にも宮澤・ レーン事件はその実相

を具体的に示 してあまりある実例だ。

5、 加えて火急の一事が、今回採択を願 う「北海道

大学への申入れ」だ。冤罪発生から七十余年に

してなお、北大生としての名誉さえ回復 されて

いない事態を、これ以上放置することは許され

ない。

冤罪に死 した宮澤弘幸の心に揺るがずあつた

のは

北海道大学の学生として、退学処分を受ける

ようなことはしていない

一―の一点だ。

これに応えることによつて、初めて冤罪に報

いる一歩が踏み出せる。そして「スパイの家族」

の後ろ指に耐え、宮澤弘幸と共に歩んできた遺

族にせめてもの安穏を取 り戻してもらう一歩と

もなる。時と共に流 してはいけない最後の歯止

めでもあるといえる。

6、 以上を踏まえれば、一連の事実と流れからみて、

これら北海道大学による過誤の撤回、名誉回復、

謝罪が行われると同時に、冤罪に屈 しなかった

宮澤弘幸とレーン夫妻ら関係者の顕彰もまた具

体的な議論に上がってくる。黒岩喜久雄、丸山

護、渡辺勝平についても冤罪の事実をしつかり

検証 し、顕彰されなければならない。

中でも北大生 。宮澤弘幸は時代の子 として、

当時の人紘一宇に象徴される国家のありように

強く共鳴しつつも、一方で学問の府にあつてゆ

るぎなき師弟関係を貫き、決然、身を以て北大

が誇る自由と真理を追求し進取の気風を顕かと

してなおあまりある生涯を具現したのである。

これは学問の府、教育の殿堂、そして何より

北大建学の誇 りに照らしても宮澤弘幸らの名誉

回復をなし、その生涯を顕彰することは、百年

の計にかなう大事と考える。

7、 さらに、これら宮澤弘幸とレーン夫妻らの顕彰

が具体化 していくならば、北海道大学としても、

当時の大学当局が自らの教官と学生が陥った苦

境に何ら手を延べず見過ごしてきた対応を反省

し、将来仮にもこのようなことが起こつたとき

は、大学として敢然 と国と対峙するとい う宣言

がなされるものと期待する。国立大学の独立行

政法人化以来、かえつて大学の自治が損なわれ

ていると聞き及ぶとき、今回の対応を機に、大

学全体の意識改革がなされるに違いないと考え

‐
5‐

る。 以 上



「秘密保全法案」の報道姿勢に危機感
毎 日新聞1月 12日 朝刊 「メディア面Jは、秘密保

全法の立法状況に関する記事を掲載 したが、秘密保

全法制が国民の知る権利にどのような悪影響をも

たらすか、あるいは政府が主張するような立法の必

要性があるのか、といった検証報道はメディア全般

に低調だ。

秘密保全法制 とは外交、防衛、公共の安全と秩序

の維持に関する情報のうち、政府が「特別秘密」と

して指定した情報を情報公開の対象から外すこと、
「特別秘密」の漏えいはもちろん、「特別秘密」を

取得 しようとする一定の行為をも処罰すること、
「特別秘密」を扱 う者の情報を公務員、民間を問わ

ず、政府が取得し、管理することなどを内容とする

もので、麻生。自民党政権時代に立法化に着手した。

民主党政権は尖閣諸島におけるビデオ流出事件等

の対策と称して、立法化を進めた。筆者 らが法案等

の立法過程について情報公開請求を行つた結果か

ら推淑1すれば、既に法案も完成 していると思われる。

この法制は、85年に廃案となつた国家秘密法と比
べて、秘密の範囲が格段に広く、秘密を取 り扱 う市

民情報の政府による取得や管理を定めている点で、

取材の自由や市民のプライバシーヘの影響がより

深亥1だ。ところが、かつて国家秘密法の制定に反対

の論陣を展開したマスメディアの多くが、なぜか秘

密保全法制の報道には積極的とは言い難い。これに

は、法案や立法資料の多くが公表されていないとい

う事情があるのかもしれない。実際に先の情報公開

請求に対 し、政府は「国民の間に未成熟な情報に基

づく混乱を不当に生じさせ、法案化作業に支障が及

ぶ」として、法案をはじめ、多くの関連情報を非公

開としている。しかし、これでは、法案を公表する

と反対世論によつて立法作業ができなくなるから

公表できない、というのに等しい。法案を公表しな

いことは批判記事を書かせないための情報操作そ

のものだ。

だが、これに抗する方法はある。政府が立法を必

要とする理由に、果たして合理性があるのか。また、
「特別秘密」の範囲が公共の安全と秩序の維持に関

する情報にまで拡大することの影響はどうなるの

かといった検証報道である。

政府は今後、国民の反対が強く予想されるものの

情報を公表しない、という姿勢をとりながら、タカ

派的色彩を一層強めていくことが予想 される。だか

らこそ、秘密保全法制の報道は重要だ。知る権利を

守 るためには もちろん、メデ ィアが政府 の情報操作

に屈服 しないためにも。 (新海聡・弁護士、NPO
法人 「情報公開市民セ ンター」理事長 )

*事務局はこの記事 に関 して、新海聡 。理事長 に

「真相 を広 める会」の活動 を伝 えた ところ、事務

局 の、内田隆 さんか ら以下の返信 があつたので、

パ ンフを贈呈 し協力 してい くことに した。

当方は、名古屋を中心に「秘密保全法に反対する愛

知の会」を結成し、秘密保全法に反対しています。

ニュース「極秘通信」を作成しておりますので、参

考までに送付いたします。

http●`nohtt tyu eXb Og」 p.193297011

北大生宮澤さんの件は、「愛知の会」代表の中谷雄二

弁護士が書いた、「これでわかる !『秘密保全法』ほ

んとうのヒミツ」に記載されており、存じておりま

した。

今後ともよろしくお願い致します。

<メ ディア時評> 2013年2月 25日 毎日新聞
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